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第 1 章 一般事項  

（目的） 
第 1 条  
 本工事は、牛島飲料水供給施設の逆浸透膜ろ過装置並びに次亜注入装置を更新し、老朽化
の解消及び施設規模の適正化をすることにより維持管理費の低減を図ることを目的とする。 
（工事の履行） 
第２条  
 受注者は、施設の機能維持が図られるよう十分注意して工事を行い、施設の運転に支障の
ないように努め、工事を完全に履行しなければならない。  
（工事場所）  
第３条  
 工事場所は次のとおりとする。 
   工事場所 ： 光市大字牛島４０５番地４（牛島飲料水供給施設内） 
（対象設備） 
第 4 条 
 本工事の対象設備は、次に示すとおりとする。 
  ・逆浸透膜ろ過装置 

・次亜注入装置 
（工事の内容） 
第 5 条  
 工事の内容は、特記事項に示されているものを標準とするが、記載のない事項であって
も、当然必要と認められる内容についてはこれを実施すること。 
（提出書類） 
第 6 条  
 受注者は、契約書に定めるもののほか、次の書類を遅滞なく提出すること。 
   現場代理人及び主任技術者届 ・・・ 2 部    
   工事工程表         ・・・ 2 部 
   施工計画書            ・・・ 1 部 
   材料承認願            ・・・ 1 部 
   工事日報             ・・・ 1 部 
   工事完成報告書          ・・・ 1 部 
   工事写真             ・・・ 1 部 
   その他必要なもの    
（事前打ち合わせ） 
第 7 条  
 工事を施工する場合は、事前に必ず監督職員と十分な打ち合わせを行うこと。  



（安全） 
第 8 条  
 工事にあたっては、関係法令を遵守するとともに必要な資格人員を配置し、安全に十分注
意して施工すること。また、必要に応じて設備養生を施したうえで作業を行うこと。 
 本工事場所は、公共水道事業所であるので環境衛生には十分注意し、不要な場所には立ち
入らないように注意すること。 
 （緊急時の対応） 
第 9 条  
 受注者は、工事の施工にあたり、緊急時を想定した連絡系統の確立と、応急措置のできる
体制を整えておくこと。  
（疑義） 
第 10 条  
 工事を実施するにあたり疑義を生じた場合は、監督職員と協議の上解決する。  
（関係法規・責務の遵守） 
第 11 条  
 本工事の施工にあたって諸官庁の命令指示、建設業法、労働基準法、労働安全衛生法、職
業安定法、道路交通法、電気事業法その他関係法規、並びに工事施工に関する協定事項及び
用地許可条件に違反しないこと。 
（その他） 
第 12 条 
 ・本工事場所は、離島である。 
 ・機器等の搬入についてフェリー会社（牛島海運有限会社）を使用する場合は事前に協議

を行うこと。 
・基本的に島内は車両を使用することが出来ないため、搬入については留意すること。 
 
 
 

  



第 2 章 特記事項 
１．工事概要 
   逆浸透膜ろ過装置及び次亜注入装置の更新 

 
２．事前現地確認（入札前） 

事前に現地調査を行い、確実に現行施設運転を維持できることを確認すること。 
なお、その際には事前に生活安全課（電話：0833-72-1451）に連絡し、職員同行で調
査を行うこと。 
 

３．施工内容 
（１）更新機器 

  ・逆浸透膜ろ過装置（高圧ポンプ、各圧力計、自動三方弁等を含む）  
・次亜注入装置 
※詳細については４．機器選定条件による。 

（２）更新内容 
     既存建屋内に機器を設置すること。なお、既設制御盤との接続並びに既存の異常 

通報システムと連動させること。制御盤との接続についてはシーケンスの改造を伴 
わない、もしくはやむを得ず改造する場合は制御システムにおいて以後一切の維持 
管理において責任を持てる体制を構築すること。 

（３）運転確認及び調整 
     機器設置完了後、必要な動作確認等を発注者立会いのもと実施すること。 

なお、運転あるいは維持管理において発注者より要望があった際にはマニュアル 
の作成及び現場説明会を行うこと。 

（４）工事完了期限 
   令和９年３月１９日（うち断水、連続３日間） 
 

４．機器選定条件 
※水道法上の水質基準を満たすものであること 

（１）逆浸透膜ろ過装置（５㎥／日×２系統、脱塩率９９％） 
・１日平均使用量  ：  ５㎥／日 
・１日最大使用量  ： １０㎥／日 
・原水水質（過去５年間平均値）  
  ヒ素   ： ０．０１４mg／L 

塩化物イオン  ： ２３７．９mg／L 
硬 度  ： ２０８．８mg／L 
電気伝導率  ：  １１１９．０µS／cm 

（２）次亜注入装置（現行機器と同等の性能を有すること） 
  ・タンク容量  ： ５０L（次亜塩素酸ナトリウム６％使用） 

・吐 出 量  ： ０．０８mL／分 〜 
  ・仕 様  ： AC２００V ２５W ６０Hz 



  
（３）装置の維持管理 
 ※現状の維持管理状況と同程度以下の頻度であること 
  ・膜洗浄 １回／月 

・膜交換 １回／5 年 
  ・ポンプ点検 ３回／年 
 

５．メンテナンスサポート 
（１）設置機器における異常時の問い合わせ窓口が設置されており、その所在地、連絡 

先などを示す資料を提出すること。 
なお、異常の際には速やかに対応できること。 

  （２）設置機器における維持管理上必要な部品交換について、計画書（交換周期表）を 
    提出すること。 
 
６．参考資料 

別紙１：設備フローシート（更新対象箇所明示） 
別紙２：建屋平面・立面図 
別紙３：中央制御盤仕様書 
別紙４：中央制御盤図面 
別紙５：電気配線図 
別紙６：現行設備仕様一覧（抜粋） 

 



























































































































































































































           
       

 
 

       
       
        
         
           

      
       
         
 

 
     

    
       

        
       
               
              
                 
            
 

 
       
        
        
         

          
       
       
 
  
 
 



 
 

       
      
           
         
              

          
             

 
 

       
     
       
       
       
 

 
       
         
         
           
       
       
              
 

 
       
          
           
       
                
        
       
       


